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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２９年５月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 安全阻害 

発生日時 平成２７年１２月１１日 ０３時１０分ごろ 

発生場所 高知県室戸市室戸岬南西方沖 

 室戸岬灯台から真方位２０７°２９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４９.０′ 東経１３３°５５.０′） 

インシデントの概要  旅客フェリーこうべエキスプレスは、南進中、船体傾斜により、積

載車両の一部が移動するなどして安全が阻害された。 

こうべエキスプレスは、車両９台に凹損及び擦過傷を生じた。 

インシデント調査の経過  平成２７年１２月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（神戸事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー こうべエキスプレス、１１,９３３トン 

 １３５８７８、宮崎船舶有限会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構、宮崎カーフェリー株式会社（船舶借入人、Ａ社） 

 １７０ｍ×２７ｍ×１７.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２９,１２６kＷ（合計）、平成９年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年３月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１月１５日 

  免状有効期間満了日 平成２９年３月１７日 

一等航海士 男性 ３３歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１５年１１月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月１４日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１１月２４日 

運航管理者 男性 ６３歳 

 一級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２年８月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年９月２４日 

  免状有効期間満了日 平成３１年２月１９日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

車両 セミトレーラ等９台に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 １０、視程 約１０km 

海象：波向 南西、波高 約６ｍ 

 四国沖北部には、１２月１０日０５時４５分に海上強風警報（風力

８又は９に相当する風が発生しているか２４時間以内に発生すると予

想される。）が、１７時３５分に最大風速１８m/s及び１８時間以内に

２３m/s、２３時４０分に最大風速２０m/s 及び１２時間以内に２３

m/s となる予報が、１１日０２時４０分に海上暴風警報（風力１０以

上に相当する風が発生しているか２４時間以内に発生すると予想され

る。）がそれぞれ発表されていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１０日０９時  １２月１１日０９時 

（図１ 日々の天気図（気象庁）） 

 インシデントの経過  本船は、阪神港神戸区を出港するに当たり、船長が、平成２７年１

２月１０日０８時発表の気象予測情報を入手して運航管理者と協議を

行い、四国沖北部に海上強風警報が発表されているものの、四国沖北

部において南東方から波高約４ｍの波浪を受けると予測し、宮崎県宮

崎港へ向けて第一基準経路である四国沖を航行することとした。 

船長は、０９時３０分ごろ一等航海士に積載する車両にＡ級固縛

（波高４ｍ以上が想定される際に行われる車両の固縛基準）を行うこ

と及び甲板の船首尾方向に傾斜のある場所（以下「シアー部」とい

う。）に積載する車両に対して固縛を強化するよう指示した。 

運航管理者は、１４時発表の波浪予報の波高が高くなっていたの

で、南寄りの風浪に十分注意するよう、船長に連絡した。 

船長は、１４時発表の波浪予報を入手し、本船が室戸岬沖及び高知

県土佐清水市足摺岬沖を通過する予定時刻（００時３３分ごろ及び０

３時４７分ごろ）における波高が４.２ｍ及び４.８ｍと予測されてい

たが、Ａ級固縛及びシアー部の車両に対して固縛を強化することで、

低気圧に遭遇しても航行可能であると判断した。 

 一等航海士は、１６時００分ごろ事務室において甲板長、航海士、

陸上の作業指揮者等と車両の積込み要領について打合せを行い、積み
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荷の積載制限、固縛の増強等を指示し、１７時１５分ごろから車両の

積載を開始し、１９時０５分ごろ終了して荷役後に固縛状況の確認を

行った。 

 本船は、船長及び一等航海士ほか２７人が乗り組み、旅客１０９人

を乗せ、車両２０４台を積載し、１９時１０分ごろ阪神港神戸区を発

し、約２０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で大阪湾を

南進した。 

 一等航海士は、出港部署解除後、いつものように甲板長、船
せん

匠
しょう

及

び乗組員２人と共に船内巡視を行い、積載車両の固縛状況等の確認及

び手直しを行った。  

本船は、三等航海士が船橋当直に当たり、２０時５０分ごろ友ケ島

水道を通過し、２２時００分ごろ徳島県阿南市伊島沖を南進した。 

運航管理者は、２３時００分ごろ船長に連絡をとり、海象状況を確

認したが、船長から、まだ紀伊水道付近であり、波浪は思ったほどで

はないと聞いたが、宮崎港を出港したＡ社所属の他の旅客フェリーか

らの情報によれば、風も強く波浪が大きくなっており、これから悪化

するとのことであったので、十分注意するよう指示をした。 

船長は、今後の荒天に備えようとバラストタンクを満水状態とし

た。 

本船は、１１日００時００分ごろから二等航海士が船橋当直に当た

り、室戸岬東方沖８Ｍ付近において、船首方からの風波を受けて約１７

kn の速力となり、今後の荒天に備え、船長が昇橋して操船指揮をと

り、三等航海士及び甲板手が定時の船内巡視を行い、旅客区画、車両

区画等に異常がないことを確認し、車両の固縛ベルトを増し締めし

た。 

本船は、予定どおり００時３０分ごろ室戸岬南方で転針し、足摺岬

南方沖に向けて南西進した。 

本船は、南風及び波浪により横揺れが激しくなってきたので、０１

時３０分ごろ船長が船体動揺を緩和する目的で針路を南に向け、約９

kn の速力に減じて航行した。 

本船は、しばらく南進を続け、船長が、横揺れが小さくなったよう

に感じ、再び針路を南西に向けて航行中、０３時１０分ごろ左舷方か

ら波高約６ｍの波浪を受けて船体が右舷側に約２４°傾斜（以下「本

件傾斜」という。）した。 

船長は、針路を再び南に戻して航行を続け、二等航海士及び甲板手

から０４時の定時の船内巡視の際、旅客には被害がなかったものの、

旅客区画では船内の物品が散乱した状態であり、第４甲板及び第５甲

板の車両が損傷しているとの報告を受けた。 

 本船は、船体動揺が小さくなってきたので、車両の固縛を手直しし

たのち、０５時３０分ごろ針路を西に向けた。 
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船長は、０６時００分ごろ、運航管理者に船体動揺により一部の車

両に損傷が生じたこと及び入港が遅れることを連絡した。 

本船は、０８時００分ごろ足摺岬南方沖５Ｍ付近に至り、被害状況

の調査を行い、第５甲板の左舷船首側に積載していたセミトレーラ６

台及び右舷船尾側のセミトレーラ１台が移動し、また、第４甲板の大

型トラックの１台の積み荷が崩れて隣の大型トラック１台の荷台が損

傷しており、合計９台の車両が損傷したことを確認した。 

本船は、被害状況を運航管理者に連絡し、１２時４０分ごろ宮崎港

に到着した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、付図２ 室戸岬及び足摺岬

沖予測情報・波浪ポイント予報、付図３ 沿岸波浪図、付図４ 一

般配置図、付図５ 車両損傷場所 参照） 

 その他の事項 本船は、阪神港神戸区～宮崎港間の航路に就航する旅客フェリーで

あり、下層から順に、第１、第２及び第３甲板が機関室及び車両甲

板、第４及び第５甲板が車両甲板、第６及び第７甲板が旅客区画、第

８甲板が船橋及び乗組員居住区となっており、車両を積載する舷側ラ

ンプウェイが第４甲板の船首部及び船尾部にそれぞれ設置されてい

た。 

Ａ社の安全管理規程に定める船舶運航基準によれば、次のとおり定

められていた。 

・発航の可否判断について、船長は、発航前において、航行中に遭

遇する気象・海象に関する情報を確認し、風速が２５m/s以上、

波高が５ｍ以上に達するおそれがあるときは、発航を中止しなけ

ればならない。 

・基準経路については、常用の第一基準経路及び第二基準経路と

し、第二基準経路の使用基準は、風速が２０m/s以上、波高が４

ｍ以上であって、かつ、船長が航行の安全上必要と認めたとき。 

船長は、Ａ社が契約している気象及び海象情報提供会社、気象庁等

の情報（天気図、波浪図、予想図）をインターネット及び気象ＦＡＸ

で入手し、運航管理者と共有していた。 

(1)  基準経路の選択 

   運航管理者は、１０日１４時発表の四国沖における１１日００

時～０３時ごろの波高予報が４.２～４.８ｍで、瀬戸内海航路の

第二基準経路を選択することについて、船長の判断及び運航管理

者の船長判断への関与の問題であり、運航中止の決定はできて

も、輻輳
ふくそう

海域の瀬戸内海を航行するリスクを含めて第二基準経

路の選択を強くは助言できないと考えていたが、出港前に、第二

基準経路を船長に要請すればよかったと本インシデント後に思っ

た。 

   船長は、１２月の低気圧が急速に発達することを過去２３年の
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フェリー乗船において経験したことがなく、予想できなかった。 

   船長は、Ａ社の船長として１年９か月の経歴があった。 

船長は、１１日００時～０３時ごろの四国沖における１０日１４

時発表の波高予報が４.２～４.８ｍであったものの、Ａ級固縛に

加えてシアー部の車両に対して固縛を強化することにより、低気

圧に遭遇しても航行可能であると思った。 

 (2) 積載車両の固縛 

固縛作業基準は、Ａ、Ｂ及びＣ級の３段階あり、波高４ｍ以上

の波浪が予想される場合のＡ級については、次のようになってい

た。 

① 横積み無しの積載制限を行う。 

② シアー部への車両の積付けには前後にベルト又は左右リング

にベルトを施す。 

③ 全車ゴムバンド後輪２か所施す。 

④ セミトレーラはベルト６本で固縛する。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

図２ セミトレーラ、トラックの固縛図 

Ａ社は、国土交通省海事局から発出された「フェリー・ＲＯＲＯ

船の安全対策について」による固縛強化に関し、第二基準経路を航

行すれば、波高４ｍ以上の海域を航行する時間が短く、また、これ

までに大きな事故もなかったので、安全管理規程の貨物の転倒防

止、貨物の移動防止について、従来の固縛方法の大きな見直しを行

っていなかった。 

  車両の固縛用機材は、クローバーリーフ、固縛ベルト、及び車両

に取り付けられたリングがあり、クローバーリーフ（使用荷重５.０

ｔ）が、車両甲板の仕切りライン上に一定の間隔で設置されてい

た。（写真１参照） 

 

 

（セミトレーラ） 

 

（トラック） 

写真１ クローバーリーフと固縛ベルト 

リング 

固縛ベルト 

クローバーリーフ 
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固縛ベルトは、長さ約２ｍのポリエステル製で、一端にスイベル

フックを取り付け、ベルトの中間に締付け金具を配置し、他端のコー

ンと称する金具とで構成され、スイベルフックをセミトレーラの固

縛用リングなどに掛け、コーンをクローバーリーフに掛けたのち、

締付け金具を操作して固縛するものであった。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 固縛ベルト 

なお、車両に固縛用リングがない場合には、固縛ベルトのスイベ

ルフックをセミトレーラの車体裏の部材などに掛けていた。 

 セミトレーラは、けん引車からセミトレーラの接続部を切り離し

たのち、セミトレーラの接続部を支える四角錐の架台で前部が支え

られていた。（図４参照） 

図４ セミトレーラ用架台 

セミトレーラの積込みは、けん引車で船内に搬入し、第４甲板又

は第５甲板の所定の場所に止め、セミトレーラの補助脚を接地さ

せ、タイヤに車止めを施し、セミトレーラ用架台を入れて接地さ

せ、テーブルを上げ、車体に備えられた固縛用リングなどに固縛ベ

ルトのスイベルフックを掛け、コーンを甲板上のクローバーリーフ

に掛けて固縛していた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

写真２ セミトレーラの固縛状況 

第５甲板の表面は、滑り止め塗料が塗られており、平成２２年７

月に造船所の工事で、一部補修が行われていた。 

（コーン） （ベルト） 

固縛ベルト 

クローバーリーフ 

（スイベル 
フック） 

（締付け金具） 
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一等航海士は、移動したセミトレーラの一部に、固縛用リングが

ないものがあり、固縛ベルトが適切に取り付けられず、固縛が適切

に行われていなかったと本インシデント後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、四国沖に海上強風警報が発表され、室戸岬沖の波浪予報が

４ｍを超えている状況下、船長が、低気圧に遭遇しても、Ａ級固縛及

びシアー部の車両に対して固縛を強化することで航行可能であると思

い、第一基準経路を航行したことから、室戸岬南西方沖を南進中、波

高約６ｍの波浪を左舷から受けて本件傾斜を生じ、車両甲板に積載し

ていたセミトレーラが移動し、また、大型トラックの荷崩れにより他

の車両が損傷したものと考えられる。 

 Ａ社は、波高４ｍ以上の海域を航行する時間が短い上に、これまで

に大きな事故もなく、貨物の固縛方法等について大きな見直しを行っ

ていなかったことから、波高４ｍを超える波浪が予想される状況下、

適切な固縛が行われなかった可能性があると考えられる。   

原因  本インシデントは、夜間、本船が、四国沖に海上強風警報が発表さ

れ、室戸岬沖の波浪予報が４ｍを超えている状況下、船長が、低気圧

に遭遇しても、Ａ級固縛及びシアー部の車両に対して固縛を強化する

ことで航行可能であると思い、第一基準経路を航行したため、室戸岬

南西方沖を南進中、波高約６ｍの波浪を左舷から受けて本件傾斜を生

じ、車両甲板に積載していたセミトレーラが移動し、また、大型トラ

ックの荷崩れにより他の車両が損傷したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 Ａ社は、本インシデント後、経験の少ない船長等に操船シミュレー

ターによる瀬戸内海航行の訓練を受講させて操船の習熟を行うととも

に、近年、頻繁に発生している巨大台風や急激に発達する低気圧に対

応するため、より強度の高い固縛ベルトの追加配備、クローバーリー

フの増設、車両固縛基準の強化を行い、また、各運送会社に対して、

各車両に固縛用リングの取付け、積載貨物の厳重な固縛、積載重量の

厳守等を要請した。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定経路 拡大図 

船体が右舷側に傾斜 

（平成２７年１２月１１日
０３時１０分ごろ発生） 

室戸岬灯台 

神戸 

宮崎 

足摺岬 

第一基準経路 

友ケ島水道 

伊島 第二基準経路 

推定経路 
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付図２ 室戸岬及び足摺岬沖予測情報・波浪ポイント予報 
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付図３ 沿岸波浪図 

（１０日２１時）             （１１日０９時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ 一般配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シアー部： 

 

 

 

 

 

 

第５甲板 
第４甲板 
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付図５ 車両損傷場所 

 

 

 

 

 

シアー部 
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車両①～⑨が損傷した車両    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨  

船首ランプウェイ 

船尾ランプウェイ 
横積み区域 

⑨ 

第４甲板 
第５甲板 


